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お知らせなど

 
■
馬
場
繁
夫
氏
が
議
会
選
出
の
監
査

委
員
に
就
任

　

３
月　

日
付
け
で
市
議
会
選
出
の

１１

監
査
委
員
に
馬
場
繁
夫
氏
が
決
ま
り

ま
し
た
。
な
お
、
代
表
監
査
委
員
は

山
下
護
氏
が
就
任
し
て
い
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
監
査
委
員
事
務
局

■
福
祉
事
業
団
本
部
が
移
転

﹇
移
転
先
﹈
旭
が
丘
２
の　

市
立
つ

４２

ば
さ
内
﹇
問
合
せ
先
﹈
日
野
市
福
祉

事
業
団
本
部
（
�　

・
１
８
１
８
�

５８９

　

・
３
３
０
２
）

５８２■
万
願
寺
地
区
地
区
計
画
（
福
祉
施

設
地
区
）
変
更
案
の
縦
覧
及
び
説
明

会
の
開
催

﹇
縦
覧
期
間
﹈
４
月　

日
�
〜
５
月

２５

　

日
�
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

１６

３０

　

分
※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

１５く
﹇
縦
覧
場
所
﹈
市
役
所
３
階
都
市

計
画
課
﹇
説
明
会
﹈
４
月　

日
�
午

２５

後
７
時
か
ら
市
役
所
１
階　

会
議
室

１０１

﹇
縦
覧
区
域
﹈万
願
寺
１
〜
６
丁
目
、

石
田
１
〜
２
丁
目
、
大
字
新
井
、
大

字
石
田
及
び
高
幡
各
地
内
﹇
縦
覧
内

容
﹈
日
野
都
市
計
画
地
区
計
画
万
願

寺
地
区
地
区
計
画
の
変
更
﹇
問
合
せ

先
﹈
都
市
計
画
課

 
■
子
ど
も
会
育
成
補
助
金
を
交
付

﹇
申
請
方
法
﹈
４
月　

日
�
ま
で
に

２４

所
定
の
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
市
役
所
２
階
子
育
て
課
へ
※

昨
年
度
の
実
績
報
告
書
を
添
付
。
今

年
度
か
ら
補
助
を
申
請
す
る
団
体
は

５
月
８
日
�
ま
で
受
け
付
け

■
春
の
即
売
会

▼
花
と
野
菜
の
即
売
会

﹇
日
時
﹈
４
月　

日
�
午
前
９
時
か

２６

ら
※
雨
天
実
施
﹇
会
場
﹈
Ｊ
Ａ
東
京

み
な
み
日
野
支
店

▼
野
菜
苗
の
即
売
会

﹇
日
時
﹈
４
月　

日
�
午
前
８
時
〜

２７

午
後
２
時
※
小
雨
実
施
。
荒
天
の
場

合
は　

日
�
に
延
期
﹇
会
場
﹈
Ｊ
Ａ

２９

東
京
み
な
み
七
生
支
店
※
ど
ち
ら
の

会
場
も
売
切
れ
次
第
終
了
﹇
問
合
せ

先
﹈Ｊ
Ａ
東
京
み
な
み
日
野
支
店（
�

　

・
５
６
７
０
）、
同
七
生
支
店
（
�

５８３
　

・
２
０
１
２
）、
市
産
業
振
興
課

５９１■
都
道
町
田
日
野
線
が
開
通

　

交
通
開
放
に
先
立
ち
、
開
通
記
念

式
典
を
行
い
ま
す
。

﹇
開
通
日
時
﹈
４
月　

日
�
午
後
３

２６

時
﹇
交
通
開
放
区
間
﹈
程
久
保
３
丁

目
〜
八
王
子
市
東
中
野
﹇
開
通
記
念

式
典
﹈
午
前　

時
か
ら
明
星
大
学
新

１０

正
門
前
付
近
﹇
問
合
せ
先
﹈
東
京
都

南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所
（
�　

・
０４２

　

・
２
６
４
６
）、
市
都
市
計
画
課

６４３■
剪
定
枝
の
拠
点
収
集
（
５
月
）

 
﹇
問
合
せ
先
﹈ご
み
ゼ
ロ
推
進
課（
�

　

・
０
４
４
４
）

５８１■
届
き
ま
し
た
か
浄
化
槽
清
掃
経
費

軽
減
証

　

一
般
家
庭
を
対
象
に
、
そ
の
清
掃

経
費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

市
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
３

月
末
に
「
平
成　

年
度
浄
化
槽
清
掃

２０

経
費
軽
減
証
」
を
送
付
し
ま
し
た
。

未
申
請
の
方
や「
軽
減
証
」が
届
い
て

い
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
平

成　

年
６
月
１
日
以
前
に
下
水
道
が

１８
供
用
開
始
さ
れ
た
区
域
の
方
に
は
こ

１３：３０～１５：３０９：００～１１：００

多摩平第１公園四ツ谷下東公園１日�

高幡不動駅北第４駐輪場入口御嶽上公園２日�

リサイクル事務所旭が丘中央公園７日�

さかい公園てっぺん山公園８日�

ハケ下公園日野中央公園１３日�

鳥と緑の国際センター駒形公園１４日�

日野台公園落川公園１５日�

黒川地域広場新坂下公園１９日�

沢田公園通称　たぬき公園２０日�

まつばやし地区広場さいかちぜき公園２１日�

の
軽
減
措
置
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

﹇
許
可
業
者
﹈
�
日
野
衛
生
公
社（
�

　

・
３
１
７
７
）﹇
問
合
せ
先
﹈
ご
み

５８１ゼ
ロ
推
進
課
（
�　

・
０
４
４
４
）

５８１

■
市
役
所
本
庁
舎
消
防
訓
練
を
実
施

﹇
訓
練
日
時
﹈
４
月　

日
�
午
前
９

２４

時
か
ら
１
時
間
程
度
※
市
の
業
務
は

通
常
通
り
行
い
ま
す
﹇
訓
練
内
容
﹈

避
難
訓
練
、
消
火
訓
練
、
放
水
訓
練

﹇
問
合
せ
先
﹈
財
産
管
理
課

■
国
保
温
泉
セ
ン
タ
ー
割
引
利
用
券

を
配
布

　

希
望
す
る
方
は
保
険
証
を
持
参

し
、
市
役
所
２
階
保
険
年
金
課
、
七

生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
で
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。

﹇
対
象
施
設
・
実
施
期
間
﹈
檜
原
温

泉
セ
ン
タ
ー
「
数
馬
の
湯
」、
奥
多
摩

温
泉
「
も
え
ぎ
の
湯
」、
秋
川
渓
谷

「
瀬
音
の
湯
」
※
費
用
、
休
館
日
等

詳
細
は
、
直
接
問
い
合
わ
せ
を
﹇
対

象
﹈
国
民
年
金
保
険
加
入
者
﹇
定
員
﹈

先
着　

人
（
１
人
１
枚
。
１
枚
で
３

８００

人
ま
で
利
用
可
）﹇
問
合
せ
先
﹈
保
険

年
金
課
給
付
係

 
■
国
民
健
康
保
険
税
の
仕
組
み
が
変

わ
り
ま
す

　

今
年
４
月
に
始
ま
っ
た
後
期
高
齢

者
（
長
寿
）
医
療
制
度
に
関
連
し
て
、

国
民
健
康
保
険
税
の
仕
組
み
も
変
更

に
な
り
ま
す
。
４
月
か
ら
は
、
今
ま

で
の
「
医
療
保
険
分
」
と
「
介
護
保

険
分
」
に
新
設
の
「
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
」
を
加
え
た
３
区
分
で
計
算

し
た
保
健
税
額
を
納
付
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、「
医
療
保

険
分
」
と
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」

を
合
わ
せ
た
税
率
等
は
、　

年
度
の

１９

医
療
保
険
分
の
税
率
等
と
同
じ
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、　

歳
以
上
の
被
保
険
者
で

６５

あ
る
世
帯
主
が
、
年
間　

万
円
以
上

１８

の
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
場
合
に
、
国
民
健
康
保
険
税
を
年

金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
す
る

制
度
が　

月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

１０

﹇
問
合
せ
先
﹈
保
険
年
金
課
保
険
税

係■
高
齢
者
理
容
・
美
容
券
の
申
請
を

﹇
対
象
者
﹈
次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
方
�
４
月
１
日
現
在
で
日
野
市
に

住
民
票
が
あ
る
ま
た
は
外
国
人
登
録

し
て
い
る　

歳
以
上
の
方
�
平
成　

７０

１９

年
度
介
護
保
険
料
段
階
が
１
か
２
ま

た
は
３
（
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
）
の
方
※
該
当
し
て
い
て
も
最
初

に
申
請
が
必
要
。
介
護
保
険
料
段
階

に
つ
い
て
は
、
電
話
で
の
問
い
合
わ

せ
に
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。
平
成

　

年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
等

１９で
ご
確
認
く
だ
さ
い
﹇
問
合
せ
先
﹈

高
齢
福
祉
課
福
祉
係

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
と
障
害
児
の
養

育
者
に
手
当
を
支
給

　

母
子
・
父
子
家
庭
等
、

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
を

養
育
し
て
い
る
方
に
各
種

手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す

（
下
表
参
照
）。
ま
だ
申

請
さ
れ
て
い
な
い
方
は
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課

■
高
齢
者
向
け
指
定
保
養

施
設
利
用
の
助
成

﹇
対
象
者
﹈
次
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方
�　

歳
以

７０

上
の
方
�
市
内
に
住
民
票

が
あ
る
ま
た
は
外
国
人
登

録
し
て
い
る
方
※
ま
た
�

�
に
該
当
す
る
方
で
介
護

保
険
の
要
介
護
１
か
ら
５

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
同
行
す
る
介
護
者
（
１

人
の
み
）
も
助
成
を
受
け

ら
れ
ま
す
﹇
助
成
額
﹈
宿

泊
は
１
泊
３
千
円
（
年
度

内
２
泊
ま
で
）。
日
帰
り

は
１
回　

円
（
年
度
内
５
回
ま
で
）

５００

﹇
手
続
き
﹈
必
ず
利
用
前
に
住
所
を

確
認
出
来
る
も
の（
健
康
保
険
証
等
）

を
持
参
し
、
高
齢
福
祉
課
へ
※
宿
泊

の
場
合
は
、
申
請
前
に
利
用
す
る
施

設
の
予
約
を
し
て
高
齢
福
祉
課
へ

■
義
務
教
育
の
教
育
費
の
一
部
を
援

助
　

学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅
行

費
な
ど
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。
前

年
に
引
き
続
き
援
助
を
希
望
す
る
方

も
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
対
象
﹈
市
内
に
在
住
の
小
・
中
学

校
の
児
童
・
生
徒
を
養
育
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
家
庭
�
生

活
保
護
受
給
中
ま
た
は
昨
年
度
以
降

生
活
保
護
の
停
止
・
廃
止
を
受
け
た

�
昨
年
度
、
市
都
民
税
が
非
課
税
�

児
童
扶
養
手
当
受
給
中
�
経
済
的
理

由
で
子
ど
も
の
教
育
費
に
困
っ
て
い

る
※
所
得
制
限
あ
り
。
詳
細
は
問
い

合
わ
せ
を
﹇
申
請
方
法
﹈
４
月　

日
２３

�
ま
で
に
申
請
書
類
（
市
内
の
小
・

中
学
校
、
市
役
所
５
階
教
育
部
庶
務

課
で
配
布
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

教
育
部
庶
務
課
へ
※
非
課
税
証
明
書

等
を
添
付
。
指
定
日
以
降
に
申
請
し

た
方
は
、
申
請
の
翌
月
か
ら
の
援
助

に
な
り
ま
す
。

■
日
野
市
に
転
入
の
方
へ
〜
手
当
・

助
成
の
申
請
を

▼
児
童
手
当

　

転
入
前
の
市
区
町
村
で
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
た
方
は
申
請
を
。

﹇
必
要
書
類
﹈
平
成　

年
度
課
税
証

１９

明
書
、
申
請
者
の
健
康
保
険
証
の
コ

ピ
ー
、
申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳
※

印
鑑
持
参

▼
子
ど
も
医
療
助
成
制
度

　

中
学
校
卒
業
前
ま
で
の
お
子
さ
ん

を
養
育
す
る
保
護
者
の
方
は
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
小
・
中
学

生
の
助
成
は
児
童
手
当
と
同
様
の
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

﹇
必
要
書
類
﹈
平
成　

年
度
課
税
証

１９

明
書
、
申
請
者
と
お
子
さ
ん
の
保
険

証
の
コ
ピ
ー
※
印
鑑
持
参

▼
多
子
世
帯
児
童
養
育
手
当

　
　

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
４
人
以

１８
上
養
育
し
、
か
つ
４
人
目
以
降
の
お

子
さ
ん
が
中
学
生
以
下
の
保
護
者
の

方
は
多
子
手
当
を
受
給
出
来
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課

■
出
産
育
児
一
時
金
受
取
代
理
制
度

が
ス
タ
ー
ト

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈
国
民
健
康
保
険

加
入
者
で
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

が
見
込
ま
れ
、
出
産
予
定
日
ま
で
１

カ
月
以
内
ま
た
は
妊
娠
４
カ
月
以
上

で
出
産
に
要
す
る
費
用
を
医
療
機
関

等
か
ら
請
求
さ
れ
て
い
る
方
﹇
手
続

方
法
﹈
�
「
出
産
育
児
一
時
金
申
請

書
（
受
取
代
理
用
）」
に
医
療
機
関
等

の
同
意
を
得
た
う
え
、
出
産
予
定
日

の
わ
か
る
も
の
（
母
子
手
帳
等
）、
医

（広告）

療
機
関
等
か
ら
の
費
用
請
求
書
（
妊

娠
４
カ
月
以
上
で
の
申
請
の
場
合
の

み
）、
世
帯
主
の
印
鑑
、
保
険
証
を
持

参
し
、
出
産
育
児
一
時
金
の
事
前
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
�
出
産
後
「
出

産
育
児
一
時
金
請
求
書
（
受
取
代
理

用
）」に
医
療
機
関
等
か
ら
の
請
求
書

の
写
し
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
支
給
決
定
後
、
医
療
機
関
等
の

口
座
に
出
産
育
児
一
時
金
を
振
り
込

み
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
保
険
年
金
課
給
付
係

■
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
の
苦
情

・
相
談
日

﹇
日
時
﹈
５
月
９
日
�
・　

日
�
・

１６

　

日
�
・　

日
�
午
前
９
時
〜
正
午

２３

２９

※　

日
は
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支　給　額対　　　　　　象

申請の翌月分から児童１人につき
月１３，５００円

次のいずれかに該当する平成２年４月２日以降生まれの児童を養育し
ている父、母または養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父または母が重度の障害者④父ま
たは母が１年以上生死不明⑤父、認知の父または母から遺棄されてい
る（仕送り、連絡などが１年以上ない）⑥父または母が１年以上拘禁
されている⑦婚姻によらないで出生（認知されていても認知の父に扶
養されていなければ受給可）

育成手当

申請の翌月分から児童１人の場合
月９，８５０円～４１，７２０円児童２人目
以降は加算あり（所得に応じてか
わります）※受給権は資格発生時
から５年で時効になる場合があり
ます

次のいずれかに該当する平成２年４月２日以降生まれ（一定の障害が
ある児童は２０歳未満）の児童を養育している母または養育者
①父母が離婚②父が死亡③父が重度の障害者④父が１年以上生死不明
⑤父、認知の父から遺棄されている（仕送り、連絡などが１年以上な
い）⑥父が１年以上拘禁されている⑦婚姻によらないで出生（認知さ
れていても、認知の父に扶養されていなければ受給可）

児童扶養
手　　当

申請の翌月分から児童１人につき
月１５，５００円

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養育している方①愛の手帳
１～３度程度②身体障害者手帳１～２級程度③脳性麻ひ又は進行性筋
萎縮症

障害手当

●各種手当の内容


